
平成23年５月号15 平成23年５月号 14

作　　業　　名 単　位 金　額 付　　記

水田作業

田植え １時間 770 円 
一般作業 １時間 740 円

動力耕転
作業

耕起 10a 8,580 円 
あぜこし料　
圃場１枚当たり 300 円

代かき（一度） 10a  9,780 円
代かき（二度）荒代 10a 7,160 円
代かき（二度）植代 10a 7,510 円

農機具

田植機 10a 8,000 円 運転者燃料付、植付けのみ
バインダー 10a 10,980 円 運転者燃料付、結束ひも付
ハーベスター 10a 11,230 円 運転者燃料付、ハゼカケもの基準
自脱コンバイン 10a 20,750 円 運転者燃料付

畑作業 動力耕転作業 10a 6,570 円
一般作業 １時間 740 円 アスパラガス、その他

果樹作業

剪定 １時間 1,380 円
摘花・果 １時間 740 円
袋掛け １時間 740 円
一般作業 １時間 740 円 
ＳＳ防除作業 10a　成木１回 4,240 円 運転者燃料付、薬剤・補助者別途
バック
ホー

 15 ＰＳ以上 １時間 5,750 円 運転者燃料付、運搬料別途
 15 ＰＳ未満 １時間 5,130 円 運転者燃料付、運搬料別途

肥料散布作業（マニアスプレッター） 10a
1,140 円 本機貸し出し
3,330 円 運転者燃料付

菌茸作業 － － 長野労働局の定めによる

　中野市農業委員会協定会議において、農作業標準労賃・
機械作業標準料金が決定されました。作業料金は、圃場
（ほじょう）条件、作業条件を考慮して増減できます。
　また、領収書は必ず発行していただくようお願いします。

農作業標準労賃
機械作業標準料金

平成23年度

問い合わせ先
農業委員会事務局　☎（２２）２１１１（内線３２２）

チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
探
鳥
会

　
国
指
定
天
然
記
念
物
「
十
三
崖

の
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
繁
殖
地
」
に

お
い
て
、
市
の
鳥
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ

ウ
と
河
川
に
生
息
す
る
鳥
た
ち
を

観
察
す
る
「
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
探

鳥
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　期
日
　
５
月
28
日
㈯

時
間
　
午
前
９
時
15
分
〜
11
時

場
所
　
夜
間
瀬
川
（
十
三
崖
対

岸
）
河
川
敷

受
付
　
午
前
８
時
45
分
〜
９
時
15
分

観
察
指
導
　
北き

た
ざ
わ澤

善よ
し
ま
さ政

先
生
（
日

本
野
鳥
の
会
会
員
）、
常と

き

だ田
英え

い

し士

先
生
（
日
本
イ
ヌ
ワ
シ
研
究
所
会

員
）

参
加
料
　
無
料

※
当
日
は
、
直
接
開
催
場
所
に
お

集
ま
り
く
だ
さ
い
。
長
野
電
鉄

信
濃
竹
原
駅
か
ら
送
迎
も
行
い

ま
す
。

市
の
鳥

応
援
団
会
員
募
集

　
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
繁
殖
地
の
環

境
保
全
の
た
め
設
立
さ
れ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
十
三
崖

チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
応
援
団
」
の
会

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

活
動
内
容

①
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
が
す
み
や
す

い
環
境
作
り
。

②
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
や
水
辺
の
生

物
の
観
察
会
。

③
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
や
十
三
崖
に

つ
い
て
の
勉
強
会
な
ど
。

申
込
方
法
　
申
し
込
み
用
紙
に
記

入
し
、
直
接
持
参
し
て
い
た
だ
く

か
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
し

込
み
用
紙
は
、
市
役
所
生
涯
学
習

課
に
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
申
し
込
み
用
紙
は
、
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

フ
ァ
ク
ス
38
３
１
１
７

Ｅ
メ
ー
ル
　shogai@

city.nakano.
nagano.jp

入
会
金
　
中
学
生
ま
で
無
料
、

高
校
生
５
０
０
円
、
大
人

１
０
０
０
円
（
年
会
費
無
料
）

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

市
役
所
生
涯
学
習
課
文
化
財
係

☎
38
３
１
１
２
（
内
線
５
４
２
）

工
場
用
地
取
得
事
業
の
改
正

①
特
定
地
域
内
に
お
い
て
は
、

用
地
取
得
価
格
の
30
㌫
を
助

成
し
ま
す
。
【

限
度
額
・

１
億
５
０
０
０
万
円
】

②
そ
の
他
地
域
内
に
お
い
て
は
、

用
地
取
得
価
格
の
20
㌫
を
助
成

し
ま
す
。【
限
度
額
・
１
億
円
】

　
①
・
②
と
も
に
、
新
設
の
場
合

は
市
内
常
時
雇
用
者
が
５
人
以
上

に
な
る
も
の
、
移
設
・
増
設
の
場

合
は
市
内
常
時
雇
用
者
が
５
人
以

上
増
加
す
る
も
の
と
し
、
い
ず
れ

も
用
地
取
得
か
ら
３
年
以
内
の
操

業
開
始
が
条
件
で
、
操
業
開
始
後

３
年
間
に
分
割
し
て
助
成
金
を
交

付
し
ま
す
。

工
場
設
置
事
業
の
改
正

家
屋
　
投
下
固
定
資
産
総
額
が

２
０
０
０
万
円
以
上
と
な
る
も
の

が
対
象
で
す
。

①
特
定
地
域
内
に
お
い
て
は
、
固

定
資
産
税
相
当
額
の
初
年
度
お

よ
び
２
年
度
１
０
０
㌫
、
３
年

度
80
㌫
を
助
成

②
そ
の
他
地
域
内
に
お
い
て
は
、

固
定
資
産
税
相
当
額
の
初
年
度

１
０
０
㌫
、
２
年
度
80
㌫
を
助

成
　
①
・
②
と
も
に
限
度
額
は
あ
り

ま
せ
ん
。

償
却
資
産
　
投
下
固
定
資
産
総
額

が
１
０
０
０
万
円
以
上
と
な
る
も

の
が
対
象
で
す
。

　
特
定
地
域
・
そ
の
他
地
域
と
も

に
、
固
定
資
産
税
相
当
額
の
初
年

度
80
㌫
、
２
年
度
50
㌫
を
助
成

【
限
度
額
・
年
額
２
０
０
万
円
】

※
「
工
場
」
と
は
、
製
造
業
、
道

路
貨
物
運
送
業
、
倉
庫
業
、
こ

ん
包
業
、
卸
売
業
、
情
報
サ
ー

ビ
ス
業
お
よ
び
研
究
開
発
の
用

に
直
接
供
す
る
建
物
な
ら
び
に

構
築
物
を
い
い
ま
す
。

※
「
特
定
地
域
」
と
は
、
工
業
等

導
入
地
区
、
工
業
地
域
、
準
工

業
地
域
そ
れ
ら
に
隣
接
す
る
地

域
の
う
ち
市
長
が
特
に
認
め
る

地
域
で
す
。

　
　
ま
た
、
「
そ
の
他
地
域
」
と

は
、
特
定
地
域
を
除
く
地
域
で

す
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
法
上

の
用
途
地
域
お
よ
び
農
業
振
興

地
域
内
の
農
用
地
区
域
を
除
き

ま
す
。

固
定
資
産
税
の

　
課
税
免
除
制
度
の
創
設

対
象
者
　
企
業
立
地
計
画
の
承
認

を
受
け
て
企
業
立
地
を
行
う
も
の

対
象
業
種
　
製
造
業
、
道
路
貨
物

運
送
業
、
倉
庫
業
、
こ
ん
包
業
、

卸
売
業
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
自

然
科
学
研
究
所

取
得
要
件
　
北
信
州
産
業
活
性
化

基
本
計
画
の
計
画
期
間
内
（
平
成

25
年
３
月
31
日
ま
で
）
に
、
承
認

企
業
立
地
計
画
に
基
づ
き
設
置
し

た
施
設
で
、
当
該
施
設
の
用
に
供

す
る
家
屋
・
構
築
物
（
機
械
な
ど

を
除
く
）
お
よ
び
当
該
家
屋
を
建

築
す
る
た
め
の
土
地
の
取
得
価
格

の
合
計
額
が
、
農
林
漁
業
関
連
業

種
の
場
合
５
０
０
０
万
円
を
超
え

る
も
の
、
そ
の
ほ
か
の
業
種
の
場

合
２
億
円
を
超
え
る
も
の

国
際
規
格
等
取
得
事
業

　
　
　
　
補
助
金
の
改
正

　
中
小
企
業
者
が
、
「
エ
コ
ア
ク

シ
ョ
ン
21
」
お
よ
び
「
エ
コ
ス

テ
ー
ジ
」
を
取
得
す
る
際
に
要
す

る
経
費
を
補
助
し
ま
す
。
補
助
対

象
経
費
の
２
分
の
１
と
し
、
50
万

円
を
限
度
と
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
商
工
観
光
課
商
工
係

☎
22
２
１
１
１
（
内
線
２
５
６
）

商
工
業
支
援
制
度
の
改
正
と

新
制
度
の
創
設

　取引や証明などに使用する計量器（はかり）
は、使用中の精度を確認するために、２年に１
回、定期検査を受けることが計量法で義務付け
られています。検査を受けずに「取引」および
「証明」行為に使用し続けると、計量法違反と
なりますので、ご注意ください。
　本年は、豊田地域を対象に検査が行われます
ので、対象となる方は忘れずに受けましょう。
中野地域は来年実施予定です。なお、検査には
手数料が必要となります。
　また、分銅・おもりがある場合には、はかり
と一緒に検査会場へお持ちください。はかりが
大きい、はかりを多数所有しているなど、定期
検査会場にはかりを持ち込めない場合は、定期
検査実施日以前１年以内に「計量士による定期

問い合わせ先
長野県計量検定所検定・検査課
☎０２６３（４７）４００６
市役所商工観光課商工係
☎（２２）２１１１（内線２７２）

検査に代わる検査」を受
けると定期検査が免除さ
れます。
期日　６月１日㈬
時間　①午前10時30分～　　
　　　　正午
　　　②午後１時～３時
会場　豊田文化センター

▲特定計量器
（写真はイメージ）

はかりの定期検査を受けましょう

チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ


